
都安条 
都安条第 3 条、第 3 条の 2、第 10 条 作成（改訂）日 

路地状敷地の制限等 令和４年３月１日 

路地状敷地の取扱いについて 
東京都建築安全条例における路地状敷地とは、原則として道路から見通せない死角

部分がある敷地をいう。 

 

 

【路地状敷地として扱う敷地の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【路地状敷地として扱わない敷地の例】 
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